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役員の服務に関する規程改正       加筆       修正；       削除；      .  

現行 改正案 備考 

 

（準用範囲） 

第９条 本規程は、役員に加え以下の役職に従事する者にも準用さ

れる。 

（１）名誉役員 

（２）評議員 

（３）特任理事 

（４）専門委員（委員長、副委員長及び委員） 

 

（改正） 

第１０条 本規程の改正は、理事会の決議を経て、これを行なう。 

 

（附則） 

第１１条 本規程は、２０１２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

（準用範囲） 

第９条 本規程は、役員に加え以下の役職に従事する者にも準用さ

れる。 

（１）名誉役員 

（２）評議員 

 

（３）各種委員会委員（委員長、副委員長及び委員） 

 

（改正） 

第１０条 本規程の改正は、理事会の決議を経て、これを行なう。 

 

（附則） 

第１１条 本規程は、２０１２年４月１日から施行する。 

 

〔改正〕 

２０１６年４月１４日 

 

 

 

 

 

 

 

特任理事は廃止されたため。 

専門委員だけではなく、常設

委員会委員・特別委員会委

員・大会実施委員会委員も含

まれる。 

 

 


